
（平成２５年１１月２０日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認四国地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

厚生年金関係 4 件



四国（香川）国民年金 事案 506 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：    

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

私の国民年金保険料納付記録について、夫婦の保険料を一緒に納付して

いたにもかかわらず、私だけ申立期間が未納とされているのはおかしい。

調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後から 60 歳に至るまで、３か月を除き国民年金保険料

を全て納付している。 

また、申立期間は 12 か月と比較的短期間である上、申立人と一緒に国民年

金保険料を納付したとする申立人の夫は、昭和 36 年４月から 60 歳に至るま

で、申立人と同じ３か月を除き保険料を全て納付しており、申立期間の保険

料は納付済みであることが確認できる。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年３月に夫婦連番で払

い出されており、夫婦共に国民年金保険料の納付日が確認できる期間（211

か月）については、３か月を除き全て同一日に納付されていることから、基

本的に申立人は夫婦一緒に保険料を納付していたものと推認できるところ、

申立期間における申立人の保険料のみ未納とされていることは不自然である。

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 



四国（高知）厚生年金 事案 1123 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は､申立期間のうち、昭和 52年６月 30日から同年７月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから､申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年７月１日

とし､当該期間の標準報酬月額を 18万円とすることが必要である。 

なお､事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年６月 30日から 53年３月１日まで 

私は、昭和 50年３月 20日から 53年２月末頃までの期間において、Ａ社

に勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の加入期間は 50 年３月 20

日から 52 年６月 30 日までとされており、申立期間が厚生年金保険に未加

入となっているため、申立期間を厚生年金保険加入期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険加入記録及びＢ労働局職業安定課の回答により、申立人は、昭和

47 年７月１日から 52 年６月 30 日までの期間は、Ｃ市のＡ社に勤務し、同年

７月１日から 53 年２月 22 日までの期間は、Ｄ市のＡ社に勤務していたこと

が認められる。 

また、申立期間当時、Ｃ市のＡ社で専務として勤務していた者は、「昭和

47 年頃、私と社長がＣ市でＡ社を設立し、私がＣ市の本社で、社長がＤ市の

Ｄ営業所でそれぞれ勤務していたが、52 年７月以降は、本社とＤ営業所が経

理等を別々に管理するようになり、社長は、Ｄ市で同一名称のＡ社を設立し

た。申立人は、会社を別にするまでは従前と変わりなく継続して勤務してい

た。」と供述しており、同年６月までは申立人の勤務形態等に変更はなかっ

たものと認められる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人は、昭和 52 年６月の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る

記録を同年７月１日に訂正することが必要である。 

また、昭和 52 年６月の標準報酬月額については、申立人のＡ社における同

年５月の社会保険事務所（当時）の記録から 18 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の昭和 52 年６月に係る保険料の事業主による納付義務の履行

については、事業主が資格喪失日を同年７月１日と届け出たにもかかわらず、

社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って記録することは考え難いこと

から、事業主が同日を申立人の資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、同

年６月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 52 年７月１日から 53 年３月１日までの期間

について、雇用保険加入記録により、申立人は、当該期間のうち、52 年７月

１日から 53 年２月 22 日までの期間において、Ｄ市のＡ社で勤務していたこ

とは確認できる。 

しかしながら、オンライン記録において、Ｄ市のＡ社が厚生年金保険の適

用事業所となった記録は確認できない。 

また、Ｄ市のＡ社の事業主は既に死亡している上、申立期間当時、同社に

勤務していた同僚からも申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除を裏付

ける供述を得ることができない。 

このほか、申立期間のうち、昭和 52 年７月１日から 53 年３月１日までの

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

 これらの事情及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち、昭和 52 年７月１日から 53 年３月１日までの期間について

は、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

四国（愛媛）厚生年金 事案 1126 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、申立

期間①は 60万円、申立期間②は 28万円、申立期間③は 27万 3,000円、申立

期間④は 65万円、申立期間⑤は 35万円、申立期間⑥は 68万 4,000円、申立

期間⑦は 48万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 12月 24日 

② 平成 16年７月 26日 

③ 平成 17年７月 22日 

            ④ 平成 17年 12月 22日 

⑤ 平成 18年７月 26日 

⑥ 平成 18年 12月 22日 

⑦ 平成 19年７月 24日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に支給された賞与から厚生年

金保険料が控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無いので、

記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書（写）により、申立人は、Ａ社から申立

期間に係る賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが確認できる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準賞与額を改定又は決定

し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉徴



収していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標

準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

このため、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書（写）にお

ける厚生年金保険料控除額から、申立期間①は 60 万円、申立期間②は 28 万

円、申立期間③は 27万 3,000円、申立期間④は 65万円、申立期間⑤は 35 万

円、申立期間⑥は 68 万 4,000 円、申立期間⑦は 48 万 8,000 円とすることが

妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主からは回答が得られず、このほかに確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が、申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

  



四国（徳島）厚生年金 事案 1128 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 43 年８月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を３万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年８月 16日から同年９月 16日まで 

Ａ社には昭和 39 年４月１日に入社し、56 年７月に退職するまで継続し

て勤務していたにもかかわらず、同社Ｃ支店から同社Ｄ本社に転勤になっ

た時期である申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。 

申立期間について、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の被保険者記録及びＢ社から提出された申立人に係

る社員台帳の記録から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 43

年８月 16 日に同社Ｃ支店から同社Ｄ本社に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 3,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 



四国（徳島）厚生年金 事案1129 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたものと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和36年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を6,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

    

    

    

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年２月28日から同年３月１日まで 

 私は、Ａ社（社員養成所）へ昭和35年４月２日に入社後、退社する平成

15年２月末まで継続して勤務していた。 

申立期間はＡ社社員養成所から同社Ｂ支店に異動した時期であり、厚生

年金保険料の支払に欠落はなかったと認識している。 

 申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された在籍証明書及び同社への照会結果並びに雇用保険の被

保険者記録から判断すると、申立人が申立期間の前後を通じて同社に継続し

て勤務し（Ａ社（社員養成所）から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 なお、異動日について、申立事業所は、「当時の関連資料が残っていない

ため正確なところは確認できないが、当社は、基本的に１日付けの人事異動

を行っているため、申立人の異動日も昭和36年３月１日であったと推測され

る。」と回答しているところ、当時の同僚も、Ａ社社員養成所から同社Ｂ支

店に異動したのは昭和36年３月１日付けであった旨供述していることから判

断すると、同年３月１日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和36

年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000円とすることが妥当であ

  

  



る。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明であるとしているが、事業主が昭和36年３月１日を資

格喪失日として届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月

28日として誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪

失日と届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年２月の保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



四国（徳島）厚生年金 事案1130 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたものと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和36年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を6,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

    

    

    

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年２月28日から同年３月１日まで 

  私は、昭和35年４月２日から退職する平成17年12月31日まで、Ａ社及び

関連会社に継続して勤務していた。 

申立期間はＡ社社員養成所から同社Ｂ支店に異動した時期であり、厚生

年金保険に１か月の空白期間があることについて納得できない。 

  申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された在籍証明書及び同社への照会結果並びに雇用保険の被

保険者記録から判断すると、申立人が申立期間の前後を通じて同社に継続し

て勤務し（Ａ社（社員養成所）から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 なお、異動日について、申立事業所は、「当時の関連資料が残っていない

ため正確なところは確認できないが、当社は、基本的に１日付けの人事異動

を行っているため、申立人の異動日も昭和36年３月１日であったと推測され

る。」と回答しているところ、当時の同僚も、Ａ社社員養成所から同社Ｂ支

店に異動したのは昭和36年３月１日付けであった旨供述していることから判

断すると、同年３月１日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和36

年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000円とすることが妥当であ

  

  



る。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明であるとしているが、事業主が昭和36年３月１日を資

格喪失日として届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月

28日として誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪

失日と届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年２月の保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



四国（高知）厚生年金 事案 1122 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年９月 30日から 53年３月１日まで 

私は、昭和 52 年８月頃から 53 年２月末頃までの期間において、Ａ社に

勤務していたにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険に未加入とされて

いるため、厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険加入記録により、申立人は、昭和 52 年８月１日から 53 年２月 23

日までの期間において、Ｂ市のＡ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録において、Ｂ市のＡ社が厚生年金保険の適

用事業所となった記録は確認できない。 

また、Ｂ市のＡ社の事業主は既に死亡している上、申立期間当時、同社に

勤務していた同僚からも申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除を裏付

ける供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事情及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



四国（高知）厚生年金 事案 1124 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年 10月から 33年 12月まで 

私は、昭和 32 年 10 月から 33 年 12 月までの期間において、Ａ社Ｂ製作

所（現在は、Ａ社）に季節工として勤務していたにもかかわらず、厚生年

金保険に未加入とされているため、厚生年金保険加入期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ製作所の寮で申立人と一緒だったとする同僚の供述から判断すると、

期間は特定できないものの、申立人は、申立期間頃に同社で勤務していたこ

とが推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、臨時工及び季節工の健康保険及び厚生年金保険へ

の加入について、「昭和 35 年４月 22 日付けの社内文書（取締役会議事録）

において、『雇用期間が満２か月を超える者を翌月１日付けで従来の日雇健

康保険を脱退し、健康保険及び厚生年金保険に加入する。』とあるため、同

年４月 30 日までは、臨時工及び季節工として勤務していた者については、厚

生年金保険に加入させていなかったものと考えられる。」と回答している。 

また、Ｃ健康保険組合は、「臨時工又は季節工としての雇用者は、昭和 35

年４月 30 日までは、当健康保険組合には加入しておらず、同年５月１日以降、

勤続が２か月を超えた時点で当健康保険組合員資格を取得している。」と回

答している。 

さらに、オンライン記録により、申立期間においてＡ社Ｂ製作所で厚生年

金保険加入記録が確認できる複数の同僚及び昭和 35 年５月１日に同社で厚生

年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる複数の同僚は、「申

立期間当時、正社員だけが厚生年金保険に加入しており、臨時工及び季節工



は、同保険に加入できなかった。」旨の供述をしている。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



四国（高知）厚生年金 事案 1125（高知厚生年金事案 284、369 及び 376 の再申

立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 34年３月頃から 35年５月頃まで 

           ② 昭和 41年１月頃から 42年１月頃まで 

  申立期間①及び②に係る申立てについて、いずれも年金記録の訂正は認

められなかったが、新たな情報及び新たな証人が見付かったため、調査の

上、年金記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）申立人が記憶しているＡ社にお

ける厚生年金保険料の控除方法が、事業主の妻及び同僚が供述している控除

方法と相違していること、ⅱ）同僚から、申立人の給与から厚生年金保険料

が控除されていたことをうかがわせる供述が得られなかったこと、ⅲ）同社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人に係る記載が欠

落した形跡が見当たらないこと、ⅳ）保険料控除を確認できる関連資料及び

周辺事情が見当たらないことなどから、既に年金記録確認高知地方第三者委

員会（当時）の決定に基づき、平成 22 年３月 10 日付け年金記録の訂正は必

要でないとする通知が行われている。 

 また、その後、申立人は、Ａ社に勤務し、給与が支払われていたことを証

明する資料として、同社の給与から授業料を支払って通っていたとするＢタ

イピスト学校の卒業証書を、同社入社時に申立人の厚生年金保険被保険者証

が交付されたことを証明する資料として、申立人が協同組合Ｃに採用された

際の社会保険事務担当者であり、Ａ社入社時に交付された厚生年金保険被保

険者証を渡したとする同僚から送られた年賀状を提出し、再度、申立てを行

ったが、当該卒業証書からは、申立人の給与からの保険料控除をうかがうこ



とができないこと、及び申立人に年賀状を送った同僚は、申立期間①当時は

社会保険事務担当者ではなく、申立人から厚生年金保険被保険者証を受け取

っていないと供述していることなどから、当初の決定を変更すべき新たな事

情は見当たらないとして、既に年金記録確認高知地方第三者委員会の決定に

基づき、平成 22 年９月 29 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

 今回、申立人は、ⅰ）Ａ社の現在の事業主が同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿に被保険者一人分の空欄があることを知り、当該空欄には

申立人の記録が記載されるべきであり、そのことを証明する旨を担当者（氏

名及び所属は不明）に申し出たところ、担当者は申出を断り、別の人物の情

報を空欄に書き込んだということを当該事業主から聞いたので、当該担当者

に確認してほしいこと、ⅱ）上記の申出を受けた担当者が、当該被保険者名

簿の空欄に書きこんだ人物とは、申立人自身と同姓で、生年月日が近い小学

校の同級生のことであること、ⅲ）協同組合Ｃに採用された際に、Ａ社入社

時に交付された厚生年金保険被保険者証を渡した同組合の本当の社会保険事

務担当者が判明したため、当該事務担当者に確認してほしいと主張し、申し

立てている。 

 しかしながら、前述の事業主は、「申立人が当社において厚生年金保険被

保険者だったことを証明すると、私が誰かに申し出た事実は無い。」と供述

しており、当該担当者も特定することができない。 

 なお、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と

同姓の厚生年金保険被保険者は見当たらない。 

 また、申立人が協同組合Ｃの本当の社会保険事務担当者として名前を挙げ

た者は、「私は、申立人が入社した頃に社会保険事務を担当していなかった

し、申立人の厚生年金保険被保険者証を預かったことも無い。」と供述して

いる。 

 申立期間②に係る申立てについては、申立人が所有している「生命保険契

約申込書手控」に記載された契約日から、申立人が、申立期間②のうち、昭

和 41年２月 24日から同年３月 31日までの期間において、Ｄ社に勤務してい

たことは認められるものの、ⅰ）申立人が、同社に一緒に入社し、自身より

も長く勤務した同僚として名前を挙げた者は、「私は、３、４か月の研修期

間終了後、職員に登用される前に退社したので、同社では厚生年金保険に加

入していない。」と供述している上、当該同僚の同社における厚生年金保険

被保険者記録は確認できないこと、ⅱ）Ｄ社は、「外務員は、職員に登用し

た後に厚生年金保険に加入させていた。職員に登用された外務員については、

現在も在籍記録が残っているが、申立人の在籍記録は無く、職員に登用され

る前に退社したものと思われる。」と回答していること、ⅲ）申立人は、

「提出した６件の『生命保険契約申込書手控』以外に保険契約を締結した記



憶は無い。」としており、職員に登用される前に退社したものと考えられる

こと、ⅳ）申立期間②における保険料控除を確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことなどから、既に年金記録確認高知地方第三者委員会の

決定に基づき、平成 22 年８月 25 日付け年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

今回、申立人は、協同組合Ｃに採用された際に事務担当者に渡した厚生年

金保険被保険者証は、Ｄ社でも使用したものであり、申立期間①に係る申立

てと同様に、本当の社会保険事務担当者の名前が判明したため、当該事務担

当者に確認してほしいと主張し、再度申し立てている。 

 しかしながら、前述のとおり、協同組合Ｃの本当の事務担当者として申立

人が名前を挙げた者は、申立人の同組合勤務当時は社会保険事務担当者では

なく、申立人の厚生年金保険被保険者証を預かったことも無いとしている。 

 このほか、年金記録確認高知地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として

申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



四国（徳島）厚生年金 事案 1127 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

    

    

    

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19年４月から 20年９月まで 

私は、申立期間について、Ａ県立Ｂ学校（現在は、Ａ県立Ｃ高等学校）

４年生の時に学徒動員としてＤ事業所に勤務していたにもかかわらず、申

立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無い。しかし、知人は、学徒

動員として勤務していた期間について、厚生年金保険を受給していたと聞

いている。 

申立期間について、調査の上、厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、学徒動員としてＤ事業所に勤務していたと主張しているところ、

申立人が記憶している同級生の学徒勤労動員に係る具体的な供述、Ａ県立Ｃ

高等学校から提出されたＥ百年史及び同五十年史における学徒勤労動員に関

する記載内容から判断すると、期間の特定はできないものの、申立人は、Ｆ

社Ｇ事業所に勤労動員学徒として勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ｆ社Ｇ事業所は、「在籍記録が残存しない為、不明。」と

回答しており、申立期間当時の関係資料等は得られない。 

また、申立人から提出された同窓會名簿に記載されている同級生のうち、

連絡先が判明した者に照会を行い５人から回答が得られたところ、事業主に

よる厚生年金保険料の控除の有無について証言は得られない上、上記同窓會

名簿において勤労動員学徒として申立人が一緒に勤務したとする同級生等

（77 人）の中にＦ社Ｇ事業所における厚生年金保険被保険者記録がある者は

確認できない。 

さらに、勤労動員学徒については、労働者年金保険法施行令（昭和 16 年勅



令第 1250 号）第 10 条第３号及び昭和 19 年厚生省告示第 50 号（通年勤労動

員学徒指定）により、厚生年金保険の被保険者たらざる者として指定されて

おり、厚生年金保険の被保険者から除外されている。 

加えて、学徒勤労令（昭和 19 年８月 23 日勅令第 518 号）及び学徒勤労令

施行規則（昭和 19 年８月 23 日文部、厚生、軍需省令）においても、学徒勤

労を受ける者が負担する経費として厚生年金保険料は規定されていない。 

また、申立人は、学徒勤労動員による勤務期間も厚生年金保険被保険者と

して認められ厚生年金保険を受給していた知人がいると主張しているが、当

該知人の勤務先は申立人と異なっている上、当該知人は申立人と異なる学校

に就学し、卒業後に厚生年金保険に加入していた可能性がうかがえるところ、

当該知人は既に死亡していることから、当該事情を確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 




